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　我が国においては、南海トラフ巨大地震や首都直下地
震などの大規模地震災害が発生するおそれが指摘されて
います。
　過去を振り返ると、阪神・淡路大震災（平成７年１月）
では、死者6,400余名、全半壊した建築物は約25万棟に
も及び、震災による死者の約８割が建築物の倒壊による
ものでした。さらに、東日本大震災（平成23年３月）
では、津波による甚大な建物被害のほか、地震動による
建物被害も生じましたが、昭和56年以前の旧耐震基準
で設計された建物に被害が多く、適切な耐震補強・改修
が施された建物の多くは被害を免れており、耐震補強・
耐震改修の有効性が確認されました。
　一方、平成28年４月に発生した熊本地震では、耐震
化されていなかった自治体庁舎が損壊し、災害対応や必
要な行政サービスが行えなくなった事例が複数発生しま
した。
　国や地方公共団体が所有する公用・公共用施設の多く
は、不特定多数の利用者が見込まれるほか、地震災害の
発生時には防災拠点としての機能を発揮することが求め
られる施設です。
　こうした施設が地震により被害を受けた場合、多くの
犠牲者を生じさせるばかりでなく、災害応急対策等の実
施に支障をきたし、その結果として、防ぐことができた
であろう被害の発生や拡大を招くおそれがあります。
　災害応急対策を円滑に実施するためには、防災拠点と
なる庁舎、消防庁舎、避難所となる文教施設などの公共
施設等の耐震化が非常に重要です。
　消防庁では、平成13年度に「防災拠点となる公共施
設等の耐震化推進検討委員会」を開催し、地方公共団体

（都道府県及び市町村）が所有又は管理する公共施設等
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について、耐震診断及び改修実施状況等の調査を実施し、
「防災拠点となる公共施設等の耐震化推進検討報告書」
として取りまとめ、平成17年度からは毎年度、その進
捗状況を確認するため、調査を実施してきたところであ
り、今年度においても調査を実施したものです。
　なお、本調査において「耐震性が確保されている」と
は、昭和56年の建築基準法改正に伴い導入された現行
の耐震基準を満たす、ということです。この耐震基準は
震度５強程度の地震に対しては、ほとんど損傷を生じず、
震度６強程度の地震に対しては人命に危害を及ぼすよう
な倒壊等の被害を生じないことを目安にしたものです。

　地方公共団体が所有又は管理している公共施設等（公
共用及び公用の建物：非木造のうち、２階以上又は延床
面積200㎡超の建築物）全体のうち、災害応急対策を実
施するに当たり拠点（防災拠点）となる施設を表１の基
準に基づき抽出し、耐震化の進捗状況について集計を行
いました。なお、調査対象はすべての都道府県（47団体）
及び市町村（1,741団体）で、調査基準日は平成30年３
月31日です。

区　　　分 防災拠点と位置づける施設

① 社会福祉施設 全ての施設

② 文教施設
　（校舎、体育館）

指定緊急避難場所又は指定避難所に
指定している施設

③ 庁舎 災害応急対策の実施拠点となる施設

④ 県民会館・公民館等 指定緊急避難場所又は指定避難所に
指定している施設

⑤ 体育館 指定緊急避難場所又は指定避難所に
指定している施設

⑥ 診療施設 地域防災計画に医療救護施設として
位置づけられている施設

⑦ 警察本部、警察署等 全ての施設

⑧ 消防本部、消防署所 全ての施設

⑨ その他（上記以外） 指定緊急避難場所又は指定避難所に
指定している施設

表１　防災拠点となる公共施設等の分類基準
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調査結果3
（１）平成29年度末耐震率：93.1％（図1）
　平成29年度末時点で地方公共団体が所有又は管理す
る防災拠点となる公共施設等は全国で19万239棟（都道
府県：22,935棟、市町村：167,304棟）あります。こ
のうち17万7,195棟の耐震性が確保されており、耐震率
は93.1％となります。前回調査が行われた平成28年度
末（92.2％）と比較すると、0.9ポイント上昇しました。
　なお、本調査における「耐震率」は、対象となる全棟

（２）施設区分別の耐震率
　耐震率を施設区分別にみると次のとおりです（括弧内
は平成28年度末の数値）。
　１ 文教施設（校舎・体育館）98.5%（98.1%）
　２ 診療施設91.6%（89.6%）
　３ 消防本部・消防署所91.5%（90.4%）
　４ 社会福祉施設88.0%（86.5%）
　５ 警察本部・警察署等86.3%（84.9%）
　６ 体育館84.1%（82.8%）
　７ 庁舎 84.0%（81.3%）
　８ 県民会館・公民館等82.7%（80.7%）
　※ その他84.4%（81.1%）

図1　防災拠点となる公共施設等の耐震率の推移

（２）施設区分別の耐震率

耐震率を施設区分別にみると次のとおりです（括弧内は平成 年度末の数値）。

棟数等の詳細は、表２のとおりです。他の施設と比較して庁舎の耐震率が低い傾向にあ

ります。

なお、災害対策本部が設置される庁舎等の耐震率については、都道府県では ％、

市町村では ％であり、耐震性を有する施設を代替庁舎として指定しているものを含

めると都道府県では ％、市町村では ％となっています。
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１ 文教施設（校舎・体育館） （ ） ６ 体育館 （ ）

２ 診療施設 （ ） ７ 庁舎 （ ）

３ 消防本部・消防署所 （ ） ８ 県民会館・公民館等 （ ）

４ 社会福祉施設 （ ） ※ その他 （ ）

５ 警察本部・警察署等 （ ）

図 防災拠点となる公共施設等の耐震率の推移

　棟数等の詳細は、表２のとおりです。他の施設と比較
して庁舎の耐震率が低い傾向にあります。
　なお、災害対策本部が設置される庁舎等の耐震率につ
いては、都道府県では95.7％、市町村では81.6％であり、
耐震性を有する施設を代替庁舎として指定しているもの
を含めると都道府県では100％、市町村では96.2％と
なっています。

数に占める「耐震性が確保されている」棟数の割合です。
「耐震性が確保されている」としたものは、次のとおり
です。
　① 　建築基準法が改正された昭和56年６月１日以降

の新耐震基準で建築された建築物
　② 　耐震診断の結果「耐震性能を有する」と診断され

た建築物
　③ 　耐震改修整備を実施した建築物　
　調査を始めてからの耐震率の推移を示すと、図１のと
おりです。
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問合わせ先
　消防庁国民保護・防災部　防災課　震災対策係
　TEL: 03-5253-7525

（３）耐震性が確保されている棟数の内訳（図２）
　耐震性が確保されている17万7,195棟の内訳は、次の
とおりです。
　① 　建築基準法が改正された昭和56年６月１日以降

の建築確認を得て建築された建築物…10万1,786棟
　② 　昭和56年５月31日以前の建築確認を得て建築さ

れた建築物のうち、耐震診断の結果「耐震性能を有
する」と診断された建築物…２万8,502棟

　③ 　耐震改修整備を実施した建築物…４万6,907棟

表２　施設別の耐震率（都道府県＋市町村）
全棟数 昭和56年

以前建築の
全棟数に

占める割合

耐震診断
実施棟数

改修の必要
がない棟数

（耐震性有）

改修の必要
がある棟数

改修済
の棟数

平成29年度
耐震済
の棟数

平成29年度
耐震率昭和57年

以降建築の
棟　数

昭和56年
以前建築の

棟　数
A B C C/A D E F G B+E+G=H H/A

１ 社会福祉施設 19,746 11,986 7,760 39.3% 6,137 3,500 2,637 1,898 17,384 88.0%
２ 文教施設（校舎・体育館） 109,724 49,574 60,150 54.8% 59,820 18,906 40,914 39,653 108,133 98.5%
３ 庁舎 9,166 5,063 4,103 44.8% 3,570 1,085 2,485 1,548 7,696 84.0%
４ 県民会館・公民館等 17,402 11,490 5,912 34.0% 3,995 1,713 2,282 1,190 14,393 82.7%
５ 体育館 5,092 3,178 1,914 37.6% 1,407 491 916 615 4,284 84.1%
６ 診療施設 3,061 2,434 627 20.5% 491 231 260 138 2,803 91.6%
７ 警察本部・警察署等 5,466 3,840 1,626 29.7% 993 328 665 548 4,716 86.3%
８ 消防本部・消防署所 5,740 3,990 1,750 30.5% 1,465 730 735 534 5,254 91.5%
９ その他 14,842 10,231 4,611 31.1% 2,886 1,518 1,368 783 12,532 84.4%

合　　　　計 190,239 101,786 88,453 46.5% 80,764 28,502 52,262 46,907 177,195 93.1%

※耐震率＝（昭和57年以降建築棟数B ＋ 耐震性有棟数E ＋ 耐震改修済棟数G）/全棟数A
※その他：上記以外の施設のうち、指定緊急避難場所又は指定避難所に指定している施設

図２　耐震性が確保されている棟数の内訳
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図２ 耐震性が確保されている棟数の内訳

　調査結果から、防災拠点となる公共施設等の耐震化は
着実に進んでいることが分かりますが、依然として耐震

防災拠点となる公共施設等の耐震化に
係る地方財政措置4

性が確保されていない施設が見られることから、各地方
公共団体において、当該施設の耐震診断や診断結果に基
づく耐震改修など耐震化の取組がより一層推進されるこ
とが望まれます。
　公共施設等の耐震化に要する経費については、緊急防
災・減災事業債（充当率100％、普通交付税の基準財政
需要額への算入率70％）の対象としており、消防庁で
は特に、消火、救急・救助活動の拠点となる消防本部・
消防署所や、災害対策本部が設置される庁舎について、
災害時の地方公共団体の業務継続性確保の観点から、ま
た平成32年度までの３年間で集中的に講じられる防災・
減災、国土強靱化のための緊急対策の一環として、早急
に耐震化が進められるよう、地方公共団体の取組を支援
していきます。

調査結果の詳細につきましては、消防庁ホームページを
ご参照ください。

「防災拠点となる公共施設等の耐震化推進状況調査報告
書概要」リンク先
http://www.fdma.go.jp/info/2019/20190208-1.pdf

「防災拠点となる公共施設等の耐震化推進状況調査報告
書」リンク先
http://www.fdma.go.jp/info/2019/20190208-2.pdf
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